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10 2025（令和7年）

国　税／�9月分源泉所得税の納付� 10月10日
国　税／�特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

� 10月15日
国　税／�8月決算法人の確定申告�

� （法人税・消費税等） 10月31日
国　税／�2月決算法人の中間申告� 10月31日
国　税／�11月、2月、5月決算法人の消費税等の中間

申告（年3回の場合）� 10月31日
地方税／�個人住民税第3期分の納付�

� 市区町村の条例で定める日
労　務／�労働者死傷病報告（7月〜9月分）�10月31日
労　務／�労災の年金受給者の定期報告
� （7月〜12月生まれ） 10月31日
労　務／�労働保険料第2期分の納付� 10月31日
� （労働保険事務組合委託の場合は11月14日）

　ペポル（Peppol）とは、インボイスなどの電
子文書をネットワーク上でやり取りするため
の国際標準規格です。ペポルインボイスに対
応した会計ソフト等を利用する場合、取引先
の会計ソフト等がペポルの規格に対応してい
れば、異なるシステム間でもインボイスの送
受信や自動処理を行うことができます。

ワンポイント ペポルインボイス

10 月 の 税 務 と 労 務10月（神無月）OCTOBER

13日・スポーツの日
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10 月号─2

一
　
労
働
時
間
・
年
休
の
動
向

⑴
　
労
働
時
間
の
動
向

　

労
働
時
間
の
動
向
を
み
る
と
、
令

和
２
年
に
感
染
症
の
影
響
な
ど
に
よ

り
大
幅
に
減
少
し
た
後
、
令
和
３
年

以
降
に
は
増
加
が
み
ら
れ
た
も
の
の
、

令
和
４
年
・
５
年
は
横
ば
い
で
推
移

し
て
お
り
、
ま
た
、
平
成
31
年
よ
り

低
い
水
準
で
の
推
移
が
続
い
て
い
ま

す
（
厚
生
労
働
省
「
令
和
６
年
版　

労
働
経
済
の
分
析
」よ
り
）。

⑵
　
年
次
有
給
休
暇
の
動
向

　

年
次
有
給
休
暇
の
取
得
率
は
、
平

成
27
年
以
降
上
昇
が
続
い
て
お
り
、

令
和
４
年
に
は
、
昭
和
59
年
の
調
査

開
始
以
降
初
め
て
６
割
を
超
え
ま
し

た
。
そ
の
後
も
上
昇
を
続
け
、
令
和

５
年
に
は
65
・
３
％
と
な
り
ま
し
た
。

　

企
業
規
模
別
に
み
る
と
、
規
模
が

大
き
い
企
業
ほ
ど
取
得
率
が
一
貫
し

て
高
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
令
和

５
年
に
お
け
る
千
人
以
上
規
模
の
企

業
で
は
67
・
０
％
、
30
～
99
人
規
模

企
業
で
も
63
・
７
％
と
な
り
、
近
年

は
中
小
企
業
に
お
い
て
も
取
得
率
が

上
昇
し
て
い
ま
す（
厚
生
労
働
省「
令

和
６
年
版　

労
働
経
済
の
分
析
」、

「
令
和
６
年
就
労
条
件
総
合
調
査
」

よ
り
）。

二
　
働
き
方
改
革
の
取
り
組
み

⑴
　
改
革
を
進
め
る
際
の
ポ
イ
ン
ト

　

働
き
方
改
革
を
成
功
さ
せ
る
た
め

に
は
、
経
営
層
の
強
い
意
思
と
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
が
不
可
欠
で
す
。
改
革

は
全
社
的
な
取
り
組
み
で
あ
り
、
経

営
層
の
明
確
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
行
動

を
も
っ
て
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
重

要
で
す
。

　

ま
た
、「
働
き
方
改
革
の
必
要
性
」

や
「
実
現
し
た
い
働
き
方
」、「
会
社

が
目
指
す
も
の
」
と
い
っ
た
ビ
ジ
ョ

ン
と
具
体
的
な
目
標
を
明
確
に
し
、

そ
れ
を
全
従
業
員
と
共
有
す
る
こ
と

に
よ
り
、改
革
の
目
的
が
理
解
さ
れ
、

当
事
者
意
識
を
持
っ
て
取
り
組
む
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。

⑵
　
取
り
組
み
例

　

厚
生
労
働
省
な
ど
に
お
い
て
、
各

種
好
事
例
が
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
外
部
情
報
も
ご
活
用
く
だ
さ
い

（
例
：
働
き
方
改
革
特
設
サ
イ
ト
）。

　

こ
こ
で
は
、
取
り
組
み
の
一
例
を

掲
げ
ま
す
。

①　

現
状
把
握

　
　

ま
ず
は
自
社
の
実
態
を
把
握
す

る
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。

　
　

労
働
時
間
、
残
業
時
間
、
休
日

出
勤
の
状
況
、
業
務
の
実
態
、
生

産
性
、
従
業
員
の
意
識
調
査
な
ど

を
通
じ
て
課
題
の
洗
い
出
し
を
行

い
ま
す
。

②　

課
題
設
定

　
　

現
状
把
握
を
も
と
に
課
題
を
設

定
し
ま
す
。

・　

長
時
間
労
働
の
原
因
（
業
務

量
、
ム
ダ
な
作
業
、
非
効
率
な

会
議
な
ど
）

・　

非
効
率
業
務
（
手
作
業
に
よ

る
集
計
、
二
重
入
力
な
ど
）

・　

働
き
方
の
柔
軟
性
を
阻
む
要

因（
制
度
、
風
土
な
ど
）

③　

改
善
施
策
の
検
討
・
設
計

　
　

次
の
よ
う
に
具
体
的
な
施
策
を

検
討
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

・　

I
T
ツ
ー
ル
の
活
用
、
業
務

フ
ロ
ー
の
見
直
し

・　

ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
、
電
子
申

請
の
導
入

・　

会
議
削
減
、
簡
略
化

・　

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
、
テ
レ

ワ
ー
ク
制
度
の
整
備

・　

残
業
事
前
申
請
、
事
後
承
認

　

な
ど

④　

実
行
・
運
用
開
始

　
　

改
善
施
策
を
講
じ
る
際
は
、
最

初
か
ら
全
社
に
導
入
す
る
の
で
は

な
く
、
小
さ
な
部
門
で
試
行
し
、

成
功
体
験
を
積
む
と
と
も
に
課
題

　

平
成
31
年
以
降
、
働
き
方
改
革
関

連
法
が
順
次
施
行
さ
れ
、
時
間
外
労

働
の
上
限
規
制
や
年
次
有
給
休
暇
の

確
実
な
取
得
等
を
目
的
と
し
た
制
度

改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
は
、「
労
働
時
間
・
年
休
の

動
向
」、「
働
き
方
改
革
の
取
り
組
み

促
進
」そ
し
て「
助
成
金（
働
き
方
改

革
推
進
支
援
助
成
金
）
の
活
用
」
に

つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

働き方改革の取組促進と助成金働き方改革の取組促進と助成金
（働き方改革推進支援助成金）（働き方改革推進支援助成金）

の活用の活用



3─10月号

に
つ
い
て
は
改
良
を
重
ね
な
が
ら

軌
道
修
正
を
し
て
い
く
の
も
、
進

め
方
の
一
つ
で
す
。

　
　

あ
ら
か
じ
め
定
量
目
標
（
残
業

削
減
、
満
足
度
向
上
な
ど
）
を
設

定
し
、
進
捗
管
理
を
行
う
と
、
次

の
⑤
で
触
れ
る
効
果
検
証
・
見
直

し
を
進
め
や
す
く
な
り
ま
す
。

⑤　

効
果
検
証
・
見
直
し

　
　

施
策
実
行
後
は
月
次
で
効
果
を

検
証
し
、
残
業
時
間
・
生
産
性
・

満
足
度
な
ど
の
指
標
を
用
い
て
評

価
し
ま
す
。
好
事
例
は
社
内
で
共

有
し
、
さ
ら
に
改
善
が
必
要
な
部

分
は
追
加
施
策
を
検
討
し
、
継
続

的
に
改
善
を
図
り
ま
す
。

三
　
助
成
金
の
活
用

　

厚
生
労
働
省
や
各
都
道
府
県
に
お

い
て
、
働
き
方
改
革
と
関
連
し
た
助

成
金
・
奨
励
金
等
が
設
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て

は
「
働
き
方
改
革
推
進
支
援
助
成

金
」
と
し
て
い
く
つ
か
の
コ
ー
ス
が

設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。「
労
働
時
間

短
縮
・
年
休
促
進
支
援
コ
ー
ス
」
は
、

生
産
性
を
向
上
さ
せ
、
時
間
外
労
働

の
削
減
、
年
次
有
給
休
暇
や
特
別
休

暇
の
促
進
に
向
け
た
環
境
整
備
に
取

り
組
む
中
小
企
業
事
業

主
を
支
援
す
る
も
の
で

す
。
要
件
や
支
給
額
は

【
下
表
】を
ご
参
照
く
だ

さ
い
。

◆　
　

◆　
　

◆

　

今
回
は
、
助
成
金
活

用
の
一
例
と
し
て
「
働

き
方
改
革
推
進
支
援
助

成
金
（
労
働
時
間
短

縮
・
年
休
促
進
支
援

コ
ー
ス
）」
を
取
り
上
げ

ま
し
た
が
、
働
き
方
改

革
と
関
連
し
た
助
成
金

に
は
他
の
コ
ー
ス
も
設

け
ら
れ
て
い
ま
す
。「
働

き
方
改
革　

助
成
金
」、

「
雇
用
関
係
助
成
金
検

索
ツ
ー
ル
」な
ど
の
キ
ー

ワ
ー
ド
で
検
索
し
、
自

社
の
施
策
に
あ
っ
た
も

の
を
見
つ
け
て
い
く
と

よ
い
で
し
ょ
う
。

※
　
助
成
金
制
度
の
新

設
・
変
更
・
廃
止
は

随
時
行
わ
れ
る
こ
と

が
あ
る
た
め
、
活
用

の
際
は
事
前
に
受
付

期
間
・
要
件
な
ど
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【表】労働時間短縮・年休促進支援コースの要件や支給額等
項　目 要件・支給額等

①対象事業主
◎　労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること。
◎�　年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
◎�　交付申請時点で、一定の「成果目標」（下表③参照）の設定に向けた条件を満たし
ていること。

②�助成対象と
なる取組	
（いずれか	
1つ以上を
実施）

◎　労務管理担当者に対する研修
◎　労働者に対する研修、周知・啓発
◎　外部専門家によるコンサルティング
◎　就業規則・労使協定等の作成・変更
◎　人材確保に向けた取組
◎　労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
◎　労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新

③成果目標

　以下の「成果目標」から1つ以上を選択の上、達成を目指して取組を実施する必要
があります。
◎　月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数の縮減等
◎　年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入
◎�　時間単位の年次有給休暇制度と、助成金の交付要綱で規定する特別休暇を1つ以
上新規導入

④�助成上限額
と助成額

　「③成果目標」の達成状況に応じて「②助成対象となる取組」の実施に要した経費の
一部を助成します。助成額は、成果目標に応じ25万円から150万円を上限とする助
成金のほか、「賃金の引上げ」に応じた加算額も設けられています（引上げ人数や引上
げ率により金額は異なります）。

⑤注意点
　令和7年度は、11月28日が交付申請の締切とされ、交付決定後、提出した計画に
沿って取組を実施します（事業実施は、令和8年1月30日まで）。
※�　助成金は、国の予算額に制約され、公開されている締切日前に締切とされる場合
があることにもご注意ください。

⑥�不正受給に
関して

　近年は不正受給対応の厳格化が行われています。支給申請書に虚偽の記載をしたり、
偽りの証明を行うことは、不正受給に該当し、不正受給の場合は受給額等の返還や、
不正受給日から5年間、雇用関係助成金（不正受給を行った以外の助成金を含む）は不
支給とされます。
　助成金活用の際は、自社の取組と合っているものなのかを十分に検討しながら活用
していくとよいでしょう。



10 月号─4

　ハラスメントのない職場づくりや、女性
活躍の取組推進等を図るため、令和7年6
月1日に労働施策総合推進法が改正されま
した。
※　施行日は確定しているものと、「公布
の日から起算して1年6か月以内で政令
で定める日」とされるものがあります。

　ハラスメント対策は、企業規模にかかわ
らず全企業が対象とされます。施行日が未
確定のものも含め、主なものを取り上げま
すので、今後の動向にお気をつけください
（施行日が確定しているもののみ日付を表
示しています）。
１　ハラスメント対策強化
◎　カスタマーハラスメント対策として、
事業主の方針等の明確化及びその周知・
啓発、相談体制の整備・周知、発生後の
迅速かつ適切な対応・抑止のための措置
を構ずる義務が生じます。

◎　求職者等に対するセクハラ対策として、
事業主の方針等の明確化及びその周知・
啓発（例：面談等を行う際のルールをあ
らかじめ定めておくこと等）、相談体制
の整備・周知、発生後の迅速かつ適切な
対応（例：相談への対応、被害者への謝
罪等）の措置を構ずる義務が生じます。
２　女性活躍の推進
◎　女性活躍推進法の有効期限が10年間
延長されました（令和18年3月31日ま
でに延長）。
◎　従業員数101人以上の企業は、「男女
間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情
報公表が義務となります（施行日：令和
8年4月1日）。

３　治療と仕事の両立支援の推進
　事業主に対し、職場における治療と就業
の両立を促進するため必要な措置を講じる
努力義務が課されます（施行日：令和8年
4月1日）。職場の対応は、厚生労働省公
開の「治療と仕事の両立支援のためのガイ
ドライン」などを参照するとよいでしょう。

労働施策総合推進法の改正

　例年10月以降に最低賃金額の改定が行
われます。次の賃金を除外して算出した1
時間あたりの金額が、その地域の最低賃金
額を下回る場合は賃金額の改定を要します。
◎臨時に支払われる賃金（結婚手当など）
◎1か月を超える期間ごとに支払われる賃
金（賞与など）
◎時間外、休日、深夜業に対する割増賃金
◎精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
　また、最低賃金額の変動に伴う賃金引上
げは固定給の変動になり、以後3か月間の
報酬（残業手当等の非固定的賃金を含む）
の月平均額が2等級以上上昇すると標準報
酬月額の改定（随時改定）が必要です。
　求人募集を行う場合は、募集時の明示賃
金額にも気をつけていくとよいでしょう。
　厚生労働省・中小企業庁により、最低賃
金引上げに関する小規模事業者への支援事
業も行われています。「最低賃金引上げ 支
援施策」のキーワードで検索ができます。

10月の労務 ピックアップ  
� 最低賃金額の改定対応

　
雇
用
保
険
の
被
保
険
者
資
格
取
得

手
続
き
を
行
っ
た
際
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
か
ら
「
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格

取
得
等
確
認
通
知
書
（
被
保
険
者
通

知
用
・
事
業
主
通
知
用
）」
と
「
雇
用

保
険
被
保
険
者
証
」
が
交
付
さ
れ
ま

す
。
こ
の
う
ち
、「
雇
用
保
険
被
保

険
者
資
格
取
得
等
確
認
通
知
書
（
被

保
険
者
通
知
用
）」
と
「
雇
用
保
険
被

保
険
者
証
」
は
、
雇
用
保
険
の
加
入

手
続
き
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
労
働
者

が
確
実
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
す
る

た
め
の
も
の
で
す
の
で
、
本
人
に
渡

し
ま
し
ょ
う
。

　
な
お
、
事
業
主
に
は
、
被
保
険
者

に
関
す
る
雇
用
保
険
関
連
書
類
に
つ

い
て
、
そ
の
者
の
資
格
喪
失
か
ら
4

年
間
保
管
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

「
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得
等

確
認
通
知
書
（
事
業
主
通
知
用
）」
の

交
付
を
受
け
た
後
は
、
適
切
に
保
管

を
行
い
ま
し
ょ
う
。

雇
用
保
険
被
保
険
者
証
は
本
人
に
交
付
を


